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ド
イ
ツ
憲
法
学
か
ら
日
本
憲
法
学
へ
の
影
響

――
人
格
説
と
進
化
論
の
機
能

國　

分　

典　

子

一
、
は
じ
め
に

1
．
問
題
意
識

ド
イ
ツ
国
法
学
の
影
響
を
強
く
受
け
た
と
さ
れ
る
明
治
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
国
家
観
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
日

本
国
憲
法
の
前
文
は
「
国
政
は
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
…
…
」
と
述
べ
て
お
り
、
一
般
に
そ
の
拠
っ
て
立
つ
国
家
観
は

契
約
説
的
な
国
家
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
憲
法
下
で
は
国
家
有
機
体
説
や
国
家
法
人
説
と
い
っ
た
、
国
家
を

ひ
と
つ
の
人
格
と
み
る
理
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
（
以
下
、
こ
う
し
た
理
論
を
本
稿
で
は
「
人
格
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
）。
歴
史
的

に
は
、「
国
体
の
変
更
」
と
い
う
こ
と
ば
で
議
論
の
俎
上
に
上
っ
た
問
題
は
、
国
家
観
の
理
論
的
基
礎
づ
け
の
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
人

格
説
的
な
国
家
観
か
ら
契
約
説
的
な
国
家
観
へ
の
変
更
の
問
題
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
日
本
国
憲
法
が
契
約
説
を
採
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
本
当
に
契
約
説
に
則
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
、
と
い
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う
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
の
研
究
に
委
ね
た
い
。
本
稿
で
は
、
憲
法
学
の
黎
明
期
に
お
い
て
な
ぜ
契
約
説
が
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
人
格

説
は
ど
の
よ
う
な
思
想
的
文
脈
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
と
し
、
ド
イ
ツ
憲
法
学
が
日
本
の

憲
法
学
の
初
期
に
ど
の
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

2
．「
人
格
説
」
に
つ
い
て

最
初
に
、
本
稿
で
「
人
格
説
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
若
干
、
断
り
書
き
を
つ
け
て
お
き
た
い
。「
契
約
説
」
と
「
人
格
説
」
と
い
う
こ

と
ば
で
対
比
し
た
が
、
こ
の
対
比
は
実
は
あ
ま
り
適
切
で
は
な
い
。
契
約
に
よ
る
国
家
の
形
成
を
考
え
る
立
場
が
国
家
を
ひ
と
つ
の
人
格

と
み
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
と
し
て
の
国
家
を
人
工
的
人
間
（A

rtificiall 

M
an

）と
捉
え
て
、 Artificiall R

eason 
を
論
じ
た
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
契
約
に
よ
っ
て
「
道
徳
的
人
格
」（persona m

oralis

）
が

成
立
す
る
と
考
え
た
。
ル
ソ
ー
の
「
一
般
意
志
」
も
国
家
を
ひ
と
つ
の
意
思
主
体
と
み
る
見
方
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
国
家
を
人
格
と
み

る
考
え
方
は
契
約
説
に
も
通
じ
る
見
方
で
あ
り
、
契
約
説
と
人
格
説
は
対
立
的
で
は
な
い
。

「
人
格
」
と
は
何
か
？　

人
格
性
の
問
題
は
今
日
で
は
主
に
理
性
と
の
結
び
つ
き
で
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
超
個
性
的
で
形
式
的
な
理

性
人
格
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
）
1
（

」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
主
に
カ
ン
ト
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
論
に
お
け
る
三
つ
の
位

格
を
表
す
も
の
と
し
て
重
要
な
概
念
と
な
っ
た
ラ
テ
ン
語
のpersona 
は
元
々
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
「
役
割
」
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ

た
）
2
（

。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
を
語
源
と
す
る
こ
の
役
割
概
念
に
着
目
し
、
人
格
（Person

）
を
「『
か
れ

の
こ
と
ば
ま
た
は
行
為
が
、
か
れ
自
身
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
ま
た
は
行
為
が
帰
せ
ら
れ
る
他
人
ま
た
は

な
に
か
他
の
も
の
の
こ
と
ば
ま
た
は
行
為
を
、
真
実
に
ま
た
は
擬
制
的
に
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
』
人
の
こ
と
で
あ
る
）
3
（

」
と
定
義
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
自
然
的
人
格
」（N

aturall Person

）
と
「
人
為
的
人
格
」（A

rtificiall Person

）
が
分
け
ら
れ
て
お
り
、
先
の
定
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義
に
出
て
く
る
前
者
、
す
な
わ
ち
「
か
れ
の
こ
と
ば
ま
た
は
行
為
が
、
か
れ
自
身
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
場
合
が
「
自
然
的
人
格
」、
後

者
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
他
人
の
こ
と
ば
と
行
為
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
場
合
が
「
人
為
的
人
格
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
「
人
間
の
群
衆
（a M

ultitude of m
en

）」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
人
格
に
な
る
の
は
「
ひ
と
り
の
人
、
あ
る
い
は
ひ
と
つ
の

人
格
に
よ
っ
て
、
代
表
さ
れ
る
と
き
」
で
あ
り
、「
人
格
を
ひ
と
つ
に
す
る
の
は
、
代
表
者
の
統
一
性
で
あ
っ
て
、
代
表
さ
れ
る
者
の
統
一

性
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、「
群
衆
は
と
う
ぜ
ん
、
ひ
と
つ

0

0

0

で
は
な
く
て
多
数

0

0

で
あ
る
か
ら
、
か
れ
ら
の
代
表
者
が
か
れ
ら
の
名
に
お
い
て
、

い
っ
た
り
お
こ
な
っ
た
り
す
る
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
は
ひ
と
り
の
本
人
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
お
お
く
の
本

人
た
ち
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
各
人
は
か
れ
ら
の
共
通
の
代
表
者
に
、
個
別
的
な
か
れ
自
身
か
ら
権
威
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
制

限
な
し
に
か
れ
に
権
威
を
与
え
る
ば
あ
い
に
は
、
代
表
者
が
お
こ
な
う
す
べ
て
の
行
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
…
…
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
）
4
（

。
こ
の
「
人
為
的
人
格
」
概
念
に
み
ら
れ
る
の
は
「
他
人
」
が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
他
人
の
こ
と
ば
や
行
為
を

「
代
表
」
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
人
格
概
念
に
基
づ
く
国
家
は
、
今
日
の
学
者
に
よ
っ
て

は
「
法
人
で
あ
る
）
5
（

」
と
も
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、「
本
人
」
と
の
関
係
で
「
代
表
」
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
て
い

る
点
、
す
な
わ
ち
人
格
が
所
与
の
も
の
で
は
な
く
そ
れ
を
生
み
出
す
過
程
（
そ
れ
が
契
約
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
）
が
注
視
さ
れ
て
い

る
点
で
、
こ
の
点
を
度
外
視
す
る
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
国
家
法
人
説
と
は
相
違
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
契
約
説
と
人
格
説
と
を
区
別
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
契
約
説
に
お
い
て

は
、
国
家
の
人
格
は
所
与
の
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
れ
が
で
き
る
ま
で
の
過
程
が
重
視
さ
れ
る
の
に
対
し
、
国
家
有
機
体
説
や
国
家
法
人

説
と
い
っ
た
本
稿
で
「
人
格
説
」
と
呼
ぶ
も
の
で
は
、
国
家
を
所
与
の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
生
ま
れ
る
過
程
で
は
な
く
所
与
の
国
家
の
性

格
づ
け
の
議
論
が
な
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
果
た
し
て
「
人
格
説
」
の
名
称
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
あ
る
こ

と
と
思
わ
れ
る
が
、
次
に
述
べ
る
穂
積
八
束
や
美
濃
部
達
吉
が
「
人
格
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
に
法
人
的
な
意
味
合
い
と
同
時
に
有
機
体
的

な
要
素
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
人
為
的
人
格
」
で
は
な
く
「
自
然
的
人
格
」
と
し
て
国
家
が
捉
え
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41 ドイツ憲法学から日本憲法学への影響

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
日
本
の
近
代
化
過
程
に
お
け
る
人
格
説

明
治
憲
法
下
の
憲
法
学
者
の
な
か
で
は
、
対
極
的
な
立
場
に
あ
る
と
同
時
に
こ
の
時
代
の
憲
法
学
の
最
も
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
穂
積
八

束
と
美
濃
部
達
吉
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
人
格
」
と
し
て
国
家
を
説
明
し
て
い
る
。
以
下
、
か
れ
ら
の
著
作
に
現
れ
る
国
家
観
念
を
概
観
す

る
。

1
．
穂
積
八
束

穂
積
八
束
は
有
機
体
で
も
法
人
で
も
な
く
、「
人
格
」
と
し
て
国
家
を
説
明
す
る
。『
国
民
教
育
憲
法
大
意
』（
明
治
二
九
年
）
で
は
国
家

に
は
「
団
体
公
同
ノ
生
命
ト
目
的
」
が
あ
る
と
し
、「
自
存
目
的
ハ
国
家
ノ
人
格
ナ
リ
」
と
し
て
い
る
）
6
（

。
国
会
図
書
館
所
蔵
の
東
京
法
学
院

（
現
中
央
大
学
）
で
の
か
れ
の
講
義
録
を
み
る
と
、
同
じ
明
治
二
十
九
年
の
講
義
録
に
は
よ
り
詳
細
な
説
明
が
み
ら
れ
る
。

又
一
ノ
誤
解
ア
リ
即
チ
国
家
ハ
法
人
ナ
リ
ト
説
明
ス
ル
モ
ノ
是
ナ
リ
民
法
上
ノ
観
念
ト
シ
テ
ハ
国
家
ヲ
権
利
義
務
ノ
主
体
ト

看
做
シ
テ
国
家
ハ
法
人
ナ
リ
ト
説
明
ス
ル
ハ
民
法
理
論
ヲ
助
ク
ル
一
ノ
形
容
詞
ニ
シ
テ
敢
テ
妨
ナ
ク
又
理
論
ヲ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム

ル
ニ
於
テ
便
宜
ナ
ル
説
明
タ
リ
然
レ
ト
モ
之
ヲ
誤
認
シ
テ
公
法
上
ノ
本
来
ノ
性
質
カ
一
ノ
社
会
団
体
―
同
シ
ク
法
律
ニ
因
リ
若

ク
ハ
契
約
ニ
因
リ
テ
成
立
ス
ル
団
体
ナ
リ
ト
論
結
ス
ル
カ
如
キ
ハ
大
ナ
ル
誤
謬
タ
ル
ヲ
免
レ
ス
欧
州
ニ
於
テ
モ
第
十
九
世
紀
ノ
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初
ハ
仏
人
ノ
此
謬
説
ノ
為
メ
ニ
大
ニ
民
心
ヲ
迷
ハ
シ
メ
タ
ル
コ
ト
ア
リ
所
謂
国
家
ハ
民
約
ニ
因
リ
テ
成
立
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
為

シ
各
個
人
ノ
天
賦
ノ
権
ヲ
放
棄
シ
テ
約
束
ニ
依
リ
国
家
ヲ
組
成
セ
シ
メ
タ
リ
ト
為
セ
ル
カ
如
キ
ハ
皆
是
レ
国
家
ヲ
民
法
上
ノ
社

会
団
体
ト
同
一
ニ
看
做
シ
タ
ル
ノ
誤
謬
ニ
基
ケ
ル
説
ナ
リ
要
ス
ル
ニ
国
家
ハ
法
律
ノ
上
ニ
在
リ
而
シ
テ
法
人
ト
云
フ
観
念
ハ
法

律
ノ
下
ニ
発
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
忘
ル
可
カ
ラ
ス）7
（

こ
の
説
明
で
は
、
国
家
を
「
法
人
」
と
呼
ば
な
い
の
は
、
国
家
は
契
約
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
民
法
上
の
法
人
と
は
異
な
る
た
め
、
法
人
と

は
法
律
を
前
提
に
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
国
家
は
法
律
よ
り
上
に
あ
る
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
講
義
録
に
お
け
る

国
家
に
つ
い
て
の
説
明
は
年
を
重
ね
る
に
従
っ
て
、
徐
々
に
変
化
し
て
い
っ
て
い
る
。

三
十
二
年
度
版
で
は
、「
国
家
ハ
社
会
団
体
」
で
あ
り
、「
分
子
ガ
分
化
シ
テ
一
ツ
ノ
生
存
体
ヲ
ナ
シ
分
子
各
個
ノ
生
命
ト
目
的
ト
ノ
外
団

体
ト
シ
テ
ノ
生
命
ト
目
的
」
が
あ
る
と
さ
れ
）
8
（

、「
国
家
ハ
団
体
ナ
リ
ト
云
フ
意
味
ハ
独
立
ノ
生
存
目
的
ヲ
有
ス
ト
云
フ
意
味
ニ
帰
着
ス
独
立

ノ
生
存
目
的
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ヲ
法
理
上
ニ
於
テ
人
格
ト
称
ス
）
9
（

」
と
し
て
い
る
。
ま
た
法
人
説
は
ゲ
ル
バ
ー
や
ラ
ー
バ
ン
ト
ら
の
説
と
し
て
紹

介
さ
れ
、
こ
こ
で
「
法
人
」
と
は
「
権
利
の
主
体
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
意
味
で
の
「
法
人
」
と
は
「
人
格
」
と

同
じ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
法
人
」
と
い
う
必
要
は
な
く
「
人
格
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
10
（

。

四
十
年
度
版
で
は
、「
公
法
上
国
ト
カ
家
ト
カ
云
フ
観
念
ヲ
説
ク
ト
キ
ニ
ハ
妄
ニ
之
ヲ
法
人
デ
ア
ル
ト
ノ
ミ
言
ヒ
放
チ
テ
ハ
其
真
相
ヲ
誤

ル
ノ
虞
ガ
ア
リ
マ
ス
」
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
上
発
達
し
た
法
人
の
観
念
が
「
現
在
ノ
人
ヲ
数
多
結
ビ
付
ケ
テ
之
ヲ
一
団
体
ト
為
ス
観
念
」
で

あ
る
の
と
は
異
な
り
、
国
と
は
「
現
在
生
キ
テ
居
ル
人
ノ
組
合
団
体
」
の
み
で
は
な
く
「
過
去
、
現
在
、
将
来
ニ
亘
ッ
テ
ノ
人
ノ
団
結
」
を

い
う
の
だ
と
し
、「
家
ト
云
フ
観
念
ハ
祖
先
ト
吾
ト
祖
先
ノ
子
孫
ト
過
去
ト
将
来
ト
ニ
亘
ッ
テ
一
団
ト
看
做
シ
テ
之
ヲ
結
ビ
付
ケ
タ
ル
観
念

デ
ア
リ
マ
ス
、
国
ト
云
フ
モ
此
民
族
ノ
祖
先
ト
此
民
族
ノ
将
来
ノ
子
孫
ト
結
ビ
付
ケ
タ
ル
観
念
デ
ア
ル
」
と
し
て
「
現
在
的
ニ
限
定
セ
ラ
レ

テ
居
ル
」
私
法
上
の
法
人
概
念
と
の
相
違
を
歴
史
的
継
続
性
に
見
出
し
て
い
る
）
11
（

。
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さ
ら
に
四
十
一
年
度
版
で
は
、
人
間
で
あ
れ
社
会
的
団
体
で
あ
れ
、「
人
格
ト
カ
権
利
ト
カ
義
務
ト
カ
云
ヘ
バ
皆
法
ノ
作
ッ
タ
モ
ノ
デ
ア

ル
、
唯
法
人
ノ
人
格
ノ
ミ
ヲ
法
ノ
擬
制
デ
ア
ル
ト
云
フ
ハ
甚
ダ
不
當
ナ
ル
解
釋
デ
ア
ル
」
と
し
て
、
民
法
学
上
の
法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制

説
の
論
争
を
「
無
用
ノ
討
議
」
と
断
じ
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
ノ
自
主
ノ
生
存
ハ
実
在
シ
テ
居
ル
、
併
シ
其
実
在
ハ
牛
馬
ニ
生
存
ア
ル
ト
同
ジ
意
味
ニ
テ
実
在
シ
テ
居
ル
、
実
ハ
法
律
的

人
格
ガ
実
在
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
、
法
ガ
人
格
ヲ
付
与
ス
ル
実
質
基
礎
タ
ル
人
ノ
自
主
ノ
生
命
ガ
実
在
シ
テ
居
ル
ト
云
フ
ノ

デ
ア
ラ
ウ
、
又
法
人
体
ニ
付
テ
モ
団
体
ガ
社
会
的
ニ
自
主
ノ
生
存
目
的
ヲ
有
シ
、
世
間
ニ
於
テ
モ
之
ヲ
取
引
ノ
対
手
ト
シ
テ
認

メ
テ
居
ル
ト
云
フ
社
会
的
事
実
ハ
実
在
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
、
其
所
謂
実
在
ハ
人
間
ニ
付
テ
モ
人
間
ニ
ア
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
付
テ

モ
同
ジ
コ
ト
デ
ア
ル
、
蓋
人
格
ガ
実
在
ス
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
シ
テ
自
主
ノ
目
的
ガ
実
在
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ラ
ウ
、
法
ガ
此
実
在
セ

ル
自
主
ノ
生
存
ヲ
認
メ
テ
保
護
ス
ル
ト
キ
ハ
人
格
ト
為
ル
ノ
デ
ア
ル
）
12
（

、

こ
こ
で
は
、
法
人
も
自
然
人
も
人
格
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
同
じ
法
的
意
義
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
説
明

は
穂
積
の
主
著
『
憲
法
提
要
』
に
も
受
け
継
が
れ
、「
予
ハ
特
ニ
之
ヲ
法
人
ト
謂
ハ
ス
単
ニ
人
格
ヲ
有
ス
ト
謂
フ
。
理
ニ
於
テ
同
シ
カ
ラ
ン

モ
精
神
ニ
於
テ
或
ハ
異
ナ
ル
所
ア
ル
ナ
リ
。
若
國
家
ニ
人
格
ア
ル
ハ
人
ニ
人
格
ア
ル
ト
其
ノ
理
同
シ
ト
セ
ハ
即
チ
可
ナ
リ
、
然
ラ
ス
シ
テ
人

ハ
自
然
人
格
ヲ
有
シ
國
家
ハ
法
人
格
ヲ
有
ス
ル
ノ
別
ア
ル
ノ
意
ナ
ラ
ン
ニ
ハ
、
是
レ
予
ノ
謂
フ
所
ト
正
ニ
相
反
ス
ル
ナ
リ
）
13
（

」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

こ
う
し
た
穂
積
の
説
明
に
は
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
第
一
は
国
家
は
民
法
上
の
法
人
と
は
異
な
る
こ
と
、
第
二
は
国
家
は
ひ
と
つ
の
生
命

と
目
的
を
も
ち
、
過
去
か
ら
現
在
、
未
来
へ
と
続
く
団
体
で
あ
る
こ
と
、
第
三
は
自
然
人
も
法
人
も
法
的
に
み
れ
ば
同
じ
「
人
格
」
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
第
一
の
民
法
上
の
法
人
と
の
相
違
の
具
体
的
説
明
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
己
の
生
命
と
目
的
を
も
ち
永
続
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す
る
と
い
う
捉
え
方
は
有
機
体
説
に
近
い
。
そ
の
一
方
、
第
三
の
要
素
は
法
人
も
自
然
人
も
法
的
に
み
れ
ば
相
違
は
な
い
と
い
う
の
み
で
法

人
説
の
完
全
な
否
定
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
以
上
の
穂
積
の
叙
述
は
、
法
学
的
国
家
論
の
受
容
に
よ
っ
て
権
利
の
主
体
と
し
て
の
法
人
的
側

面
を
認
め
つ
つ
も
、
法
的
な
見
方
を
離
れ
れ
ば
、
国
家
に
契
約
説
的
な
国
家
の
成
り
立
ち
を
否
定
し
、
む
し
ろ
家
に
近
い
団
体
と
し
て
所
与

の
国
家
の
存
在
を
重
視
し
て
、
穂
積
独
特
の
家
族
国
家
的
な
国
家
観
に
繋
が
る
要
素
を
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
．
美
濃
部
達
吉

で
は
、
美
濃
部
達
吉
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

『
日
本
国
法
学
』
の
な
か
で
美
濃
部
達
吉
は
、「
国
家
ノ
法
律
上
ノ
観
念
」
と
題
す
る
節
に
お
い
て
、「
国
家
客
体
説
」、「
統
治
関
係
説
」

に
続
き
、「
国
家
人
格
説
」
を
挙
げ
、「
国
家
カ
永
続
且
ツ
統
一
的
団
体
タ
ル
ノ
性
質
ハ
唯

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国
家
ヲ
以
テ
自
ラ
一
ノ
人
格
者
ト
シ
統
治
権
ノ
主

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

体
ナ
リ
ト
解
ス

8

8

8

8

8

8

ル
ニ
依
リ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
説
明
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
是
レ
今
日
ニ
於
テ
ハ
最
モ
広
ク
行
ハ
ル
ル
学
説
ニ
シ
テ
又
唯
一
ノ
正
当

ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
）
14
（

」
と
し
た
。
こ
こ
で
「
人
格
」
と
は
「
権
利
能
力
ト
イ
フ
ニ
同
シ
、
即
チ
権
利
義
務
ノ
主
体
ト
ナ
リ
得
ヘ
キ
能
力
ヲ
謂
フ
」

と
さ
れ
、「
一
般
ニ
之
ヲ
法
人
8

8

ト
云
ヒ
来
レ
リ
」
と
し
て
こ
こ
で
の
人
格
説
は
法
人
説
と
同
義
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
）
15
（

。
こ
こ
で
の
美
濃

部
の
説
明
は
人
格
と
し
て
法
人
と
自
然
人
に
違
い
は
な
い
と
い
う
点
で
、
穂
積
の
四
十
一
年
度
版
講
義
録
の
説
明
に
近
い
）
16
（

。

一
方
、
同
著
の
中
で
は
「
国
家
ノ
法
律
上
ノ
観
念
」
の
前
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
国
家
両
面
説
に
従
い
、「
社
会
現
象
ト
シ
テ
ノ
国
家
ノ
性

質
」
の
説
明
が
あ
り
）
17
（

、「
国
家
ハ
一
定
ノ
地
域
ヲ
基
礎
ト
ス
ル
多
数
人
類
ヨ
リ
成
リ
自
己
ニ
固
有
ナ
ル
統
治
権
ヲ
有
ス
ル
団
体
ナ
リ

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」）18
（

と
定

義
さ
れ
た
の
ち
に
、
そ
こ
で
「
国
民
即
チ
国
家
ナ
リ
ト
為
ス
説
」、「
君
主
即
チ
国
家
ナ
リ
ト
為
ス
説
」、「
国
家
ハ
統
治
ノ
状
態
ナ
リ
ト
為
ス

説
」
と
並
ん
で
、「
国
家
有
機
体
説
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
）
19
（

。
但
し
、
こ
こ
で
の
有
機
体
説
に
対
す
る
批
判
点
は
、
有
機
体
概
念
が
不
明
瞭

で
あ
る
こ
と
、
わ
ざ
わ
ざ
有
機
体
概
念
を
用
い
ず
と
も
国
家
は
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
足
り
、
不
明
瞭
で
誤
解
を
招
き
や
す
い
概
念
を
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使
う
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
根
本
的
に
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
）
20
（

。

美
濃
部
が
こ
こ
で
「
今
日
ニ
於
テ
モ
極
メ
テ
有
力
ナ
ル
代
表
者
ヲ
有
ス
）
21
（

」
と
し
て
い
る
有
機
体
説
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

「
国
家
カ
人
類
ノ
機
械
的
集
合
ニ
非
ラ
ス
」
と
い
う
こ
と
、「
其
ノ
全
部
ヲ
以
テ
単
一
体
ヲ
為
」
す
と
い
う
こ
と
、「
其
ノ
全
部
ト
シ
テ

ノ
生
存
ト
其
ノ
分
子
タ
ル
各
個
体
ノ
生
存
カ
互
ニ
密
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
の
ち
の
『
日
本
憲
法
』

（
一
九
二
二
年
）
で
は
、
や
や
詳
し
く
な
り
、
1
、国
家
は
人
類
の
天
性
に
基
づ
く
自
然
の
産
物
で
あ
り
、
人
為
の
産
物
で
は
な
い
。
2
、国

家
は
多
数
の
人
類
か
ら
成
り
立
つ
が
、
そ
の
全
体
を
も
っ
て
単
一
の
生
活
体
を
構
成
す
る
。
こ
れ
を
組
織
す
る
各
個
人
と
は
異
な
っ
た
実
在

の
生
命
を
有
し
、
そ
れ
自
身
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
。
3
、国
家
は
単
一
な
る
意
思
の
力
を
有
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
を
保
持
し
、

そ
の
目
的
を
遂
行
す
る
。
と
な
っ
て
い
る
）
22
（

。

こ
の
『
日
本
憲
法
』
で
は
、
自
然
科
学
上
の
概
念
で
あ
る
有
機
体
概
念
を
用
い
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
自
然
的
有
機
体
と
社
会
的
有
機

体
の
意
思
組
織
、
そ
の
発
達
法
則
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
の
で
、
有
機
体
説
は
国
家
の
本
質
を
説
明
す
る
の
に
適
当
で
は
な
い
と
し
て
、

「
統
治
団
体
説
」
で
足
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
れ
が
「
此
等
の
思
想
は
何
れ
も
極
め
て
正
当
で
あ
っ
て
、

之
を
非
難
す
べ
き
理
由
は
無
い
。
此
の
意
味
に
於
て
は
有
機
体
は
正
当
な
る
学
説
で
あ
る
）
23
（

」
と
し
、「
社
会
的
有
機
体
」
の
存
在
を
認
め
て

い
る
こ
と
、
有
機
体
説
の
と
る
「
実
在
の
生
命
」
と
い
う
認
識
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
）
24
（

。
こ
れ
に
関
連
し
て
は
、
以
下
の
叙
述
が

あ
る
。

国
家
が
単
一
体
た
る
こ
と
の
真
の
根
拠
は
此
等
の
外
部
的
の
根
拠
よ
り
も
、
国
民
の
間
に
存
す
る
精
神
上
の
連
絡
に
求
め
ね

ば
な
ら
ぬ
、
詳
し
く
言
へ
ば
、
啻
に
時
を
同
じ
う
し
て
生
存
す
る
全
国
民
の
間
に
目
的
を
共
同
に
す
る
単
一
体
で
あ
る
と
す
る

自
覚
が
有
る
の
み
な
ら
ず
、
時
を
異
に
す
る
者
の
間
に
於
て
も
、
現
代
の
国
民
は
遠
き
父
祖
よ
り
其
の
生
命
を
受
け
、
さ
ら
に

後
代
子
孫
に
其
の
生
命
を
伝
ふ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
其
の
間
に
は
等
し
く
精
神
上
の
連
絡
が
あ
り
、
一
体
な
り
と
す
る
自
覚
が
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有
る
。
此
の
単
一
体
た
る
自
覚
は
、
固
よ
り
国
に
依
っ
て
強
弱
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
（
日
本
の
国
民
が
其
国
体
の
美
を
誇
と
す

る
こ
と
は
即
ち
団
体
的
自
覚
の
他
に
勝
れ
て
特
に
強
固
な
る
こ
と
を
誇
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
）、
併
に
如
何
な
る
国
家
と
雖
も

単
一
体
た
る
自
覚
が
全
く
存
在
し
な
い
も
の
は
無
い
）
25
（

。

こ
れ
ら
の
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
続
く
独
自
の
生
命
を
も
っ
た
単
一
体
と
い
う
記
述
は
穂
積
の
叙
述
と
極
め
て
似
て
お
り
、
有
機
体
説

的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

三
、
日
本
に
お
け
る
国
家
有
機
体
説
――
加
藤
弘
之
の
国
家
観

以
上
の
穂
積
八
束
と
美
濃
部
達
吉
の
国
家
観
は
、
基
本
的
に
は
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
法
実
証
主
義
の
下
で
の
法
学
的
国
家
論
に
基
づ
く
も

の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
な
か
で
穂
積
は
、
私
法
と
公
法
の
相
違
を
挙
げ
て
、
契
約
に
よ
る
の
で
も
法
律
に
よ
る
の
で
も
な
い
所
与
の

国
家
の
存
在
を
重
視
す
る
一
方
、
法
的
に
み
れ
ば
国
家
は
有
機
体
で
は
な
い
と
い
う
見
方
を
表
明
し
、「
国
家
ハ
有
機
体
ナ
リ
ト
カ
云
フ
説

ア
レ
ト
モ
其
ハ
国
家
学
上
ノ
解
釈
ニ
シ
テ
決
シ
テ
法
理
上
ノ
解
釈
ニ
ア
ラ
ス
）
26
（

」
と
し
て
法
的
に
人
格
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
美
濃
部

は
、
人
格
を
「
権
利
義
務
の
主
体
」
と
し
つ
つ
も
、
穂
積
が
重
視
し
た
「
一
つ
の
生
命
を
も
っ
た
存
在
」
と
い
う
論
点
を
「
法
律
上
の
国
家

観
念
」
で
は
な
く
「
社
会
現
象
」
と
し
て
の
国
家
の
な
か
に
見
出
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
叙
述
は
「
法
学
的
」
枠
組
を
重
視
し
な
が
ら
、

そ
の
枠
を
外
せ
ば
有
機
体
論
を
否
定
し
な
い
と
い
う
点
で
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
国
家
有
機
体
説
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
石
田
雄
が
「
明
治
前
期
に
お
い
て
は
…
…
自
然
法
的
・
契
約
説
の
否
定
者
と
し
て

の
面
に
比
重
が
お
か
れ
、
西
欧
国
家
理
論
を
摂
取
し
つ
つ
、
明
治
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
立
憲
制
を
正
当
化
し
乃
至
は
そ
れ
を
君
主
権
の
優
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位
の
下
に
解
釈
す
る
理
論
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
法
学
理
論
と
し
て
は
国
家
法
人
説
の
展
開
と
と
も

に
、
逆
に
絶
対
的
国
家
観
に
反
対
す
る
側
面
が
強
く
現
わ
さ
れ
て
来
た
」
と
述
べ
、
後
者
の
代
表
と
し
て
美
濃
部
学
説
を
挙
げ
た
）
27
（

。
前
者
の

代
表
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
加
藤
弘
之
で
あ
る
。

加
藤
弘
之
は
、
日
本
の
国
家
有
機
体
論
者
と
し
て
お
そ
ら
く
一
番
著
名
な
論
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
有
機
体
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ブ
ル

ン
チ
ュ
リ
の
『
一
般
国
法
学
』（J. C

. B
luntschli, A

llgem
eines Staatsrecht, 1863

）
を
使
っ
て
天
皇
に
侍
読
し
、
ま
た
一
八
七
二
年
に
は

同
書
の
部
分
訳
で
あ
る
『
国
法
汎
論
』
を
著
し
た
。
加
藤
自
ら
「
こ
の
『
国
法
汎
論
』
な
る
書
は
公
法
翻
訳
の
嚆
矢
に
し
て
、
か
つ
有
名
な

る
碩
学
ブ
ル
ン
チ
リ
ー
の
著
書
な
れ
ば
、
わ
が
政
治
界
に
公
法
の
思
想
を
与
え
た
る
こ
と
は
、
け
だ
し
は
な
は
だ
少
な
か
ら
ざ
る
な
り
）
28
（

」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
国
法
学
を
日
本
に
伝
え
る
も
の
と
し
て
同
著
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
加
藤
は
そ
の
著
『
人
権
新
説
』（
一
八
八
二
年
）
を
境
に
天
賦
人
権
論
者
か
ら
進
化
論
者
へ
と
「
転
向
」
し
た
。
し
か

し
か
れ
の
国
家
観
は
「
転
向
」
前
後
で
実
は
さ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
が
な
い
。
加
藤
自
身
の
著
作
の
な
か
で
は
、「
転
向
」
前
の
著
作
と
し

て
『
隣
草
』（
一
八
六
一
年
）、『
立
憲
政
体
略
』（
一
八
六
八
年
）、『
真
政
大
意
』（
一
八
七
〇
年
）、『
国
体
新
論
』（
一
八
七
五
年
）
で
、
立

憲
政
体
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
は
、『
真
政
大
意
』
の
草
稿
で
は
「
已
ム
ヲ
得
ザ
ル
道
理
）
29
（

」
と
さ
れ
「
今

日
国
家
ト
イ
フ
モ
ノ
カ
立
テ
イ
ル

0

0

ノ
ハ
是
カ
ナ
ケ
レ
ハ
人
々
生
ヲ
安
ス
ル
コ
ト
カ
出
来
ナ
イ
ト
イ
フ
道
理
ノ
ア
ル
ユ
ヘ
タ
ト
イ
フ
所
ニ
目
ヲ

附
ケ
ル
ノ

0

0

ガ
肝
心
テ
決
シ
テ
其
根
元
ハ
如
何
ナ
ル
コ
ト
カ
ラ
出
来
タ
ニ
モ
セ
ヨ
夫
レ
ニ
ハ
一
向
構
ハ
ナ
イ
デ
ヨ
イ
コ
ト
テ
ゴ
ザ
ル
）
30
（

」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
生
ヲ
安
ス
ル
コ
ト
カ
出
来
ナ
イ
」
と
い
う
の
は
「
自
己
保
存
」
を
目
的
と
し
た
契
約
説
に
お
け
る
自
然
状
態
か
ら
契
約
へ

の
議
論
と
相
通
じ
る
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
決
シ
テ
歴
史
ニ
モ
見
エ
ヌ
根
元
ヲ
イ
フ
ノ
ハ
ヨ
ク
ナ
イ
」
と
さ
れ
、
国
家
の

発
生
に
つ
い
て
の
議
論
の
可
否
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。『
国
体
新
論
』
で
も
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
え
る
人
が
『
人
は
か
な
ら
ず
相

結
び
て
国
家
を
成
す
べ
き
天
性
を
備
え
た
る
も
の
な
り
』
と
い
い
し
ご
と
く
、
そ
の
大
根
元
は
ま
っ
た
く
人
の
天
性
に
あ
る
な
り
）
31
（

」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
同
じ
く
や
は
り
国
家
の
発
生
に
つ
い
て
の
諸
説
の
ど
れ
を
採
る
べ
き
か
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
国
家
は
所
与
の
存
在
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と
み
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
も
と
よ
り
、『
国
体
新
論
』
で
引
用
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ツ
（C

onstantin Frantz

）
も
生
物
学
的
有
機

体
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、
加
藤
の
有
機
体
論
は
「
転
向
」
以
前
か
ら
の
伏
線
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ

る
し
、
歴
史
性
や
、
自
然
の
性
向
を
重
視
す
る
と
い
う
傾
向
は
、「
転
向
」
後
の
『
自
然
と
倫
理
』
に
み
ら
れ
る
考
え
方
と
一
致
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

国
家
を
有
機
体
と
し
て
詳
細
に
説
明
し
た
加
藤
の
最
後
の
大
著
『
自
然
と
倫
理
』（
一
九
一
二
年
）
で
は
、「
国
家
は
決
し
て
左
様
な
る
人

為
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
矢
張
単
細
胞
体
の
衆
多
の
集
合
か
ら
複
細
胞
体
の
成
立
す
る
の
と
全
く
同
様
な
る
道
理
で
、
複
細
胞
体
た
る
吾

吾
人
間
の
自
然
的
集
合
で
以
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
単
細
胞
体
が
全
く
無
意
識
的
に
其
固
有
性
か
ら
し
て
相
集
合
し
て

複
細
胞
体
を
組
成
し
た
と
同
様
に
、
複
細
胞
体
た
る
人
間
が
全
く
無
意
識
的
に
唯
其
固
有
性
に
依
て
相
集
合
し
て
国
家
を
組
成
し
た
の
で
あ

る
）
32
（

」
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
有
機
体
は
、「
第
一
段
階
細
胞
体
（
単
細
胞
体
）」、「
第
二
段
階
細
胞
体
（
複
細
胞
体
）」、「
第
三
段
階
細

胞
体
（
複
複
細
胞
体
）」
の
三
種
に
分
け
て
説
明
さ
れ
、
国
家
は
「
第
三
段
階
有
機
体
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
哺
乳
動
物
や
人
間
と
い
っ
た

第
二
段
階
有
機
体
に
「
大
脳
皮
質
中
の
思
惟
中
枢
を
始
め
と
し
て
其
他
の
諸
機
関
が
あ
っ
て
、
思
惟
中
枢
が
一
身
内
の
主
権
を
総
攬
し
、
其

他
の
諸
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
此
主
権
を
助
け
働
く
こ
と
に
依
て
生
存
が
出
来
…
…
、
右
諸
機
関
の
外
に
別
に
何
も
の
も
な
い
」
の
と
同
様
に
、

「
第
三
段
階
有
機
体
」
に
お
い
て
も
「
主
権
者
の
下
に
種
種
の
機
関
と
な
る
も
の
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
別
に
機
関
外
の
も
の
は
な
い
」。

「
高
等
有
機
体
は
唯
主
権
（
思
惟
中
枢
）
と
及
び
其
補
助
た
る
諸
機
関
と
の
み
よ
り
成
立
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
依
て
当
該
有
機

体
の
生
存
が
出
来
る
）
33
（

」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
契
約
説
に
つ
い
て
の
批
判
も
述
べ
ら
れ
、「
民
約
説
な
る
も
の
は
…
…
全
く
歴
史
的
で
な
い

の
で
あ
る
。
決
し
て
歴
史
に
依
っ
た
説
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
全
く
空
論
で
あ
る
か
ら
、
余
輩
は
左
様
な
説
を
非
と
し
て
国
家
の
自
然
的
成

立
説
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
）
34
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
有
機
体
概
念
は
、「
第
一
段
階
有
機
体
」
↓
「
第
二
段
階
有
機
体
」
↓
「
第
三
段
階
有
機
体
」
と
い
う
進
化
論
的
発
展
過
程
を

前
提
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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そ
も
そ
も
加
藤
は
「
転
向
」
前
の
『
真
政
大
意
』
に
お
い
て
も
人
権
に
つ
い
て
、「
い
ま
だ
ま
っ
た
く
開
化
文
明
に
進
ま
ず
し
て
、
愚
昧

な
民
の
多
い
国
で
は
、
立
憲
政
体
を
立
て
て
ひ
ろ
く
公
議
與
論
を
取
り
た
と
こ
ろ
が
、
た
だ
頑
愚
の
議
論
の
み
で
か
え
っ
て
治
安
の
害
を
な

す
で
ご
ざ
る
か
ら
、
か
よ
う
な
国
で
は
や
む
を
え
ず
し
ば
ら
く
専
治
等
の
政
体
を
用
い
て
、
自
然
臣
民
の
権
利
を
も
限
制
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
で
ご
ざ
る
）
35
（

」、「
く
れ
ぐ
れ
も
時
と
処
と
に
注
意
し
て
、
そ
れ
に
相
応
す
る
政
体
・
憲
法
を
用
う
る
よ
う
に
い
た
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
ご
ざ
る
）
36
（

」
と
漸
進
的
な
近
代
化
を
考
え
て
い
た
。
天
賦
人
権
と
い
っ
て
も
い
つ
ど
こ
で
も
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う

か
れ
の
考
え
方
に
は
、
そ
も
そ
も
進
化
論
を
受
け
入
れ
や
す
い
素
地
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
先
に
挙
げ
た
加
藤
の
理
論
の
も
つ
「
歴
史
性
」

と
「
自
然
の
性
向
」
の
重
視
と
い
う
二
つ
の
特
徴
か
ら
す
れ
ば
、「
歴
史
性
」
と
親
和
し
に
く
い
近
代
自
然
法
論
に
基
づ
く
自
然
権
論
よ
り

は
「
歴
史
性
」
と
も
「
自
然
の
性
向
」
と
も
親
和
す
る
進
化
論
へ
の
思
想
的
傾
斜
は
当
然
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
進
化
論
と
の
関
連

で
は
、
先
の
「
第
一
段
階
有
機
体
」
↓
「
第
二
段
階
有
機
体
」
↓
「
第
三
段
階
有
機
体
」
と
い
う
進
化
は
、
よ
り
よ
く
生
存
す
る
た
め
の

「
利
己
的
根
本
動
向
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
37
（

、
こ
れ
は
「
真
政
大
意
」
で
い
わ
れ
た
「
生
ヲ
安
ス
ル
コ
ト
」
に
基

づ
く
自
然
的
な
発
展
な
の
で
あ
っ
た
。

加
藤
の
『
自
然
と
倫
理
』
で
は
、
市
村
光
恵
や
美
濃
部
達
吉
の
国
家
法
人
説
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
君
主
機
関
論
が
批
判
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
論
拠
は
、「
自
然
的
な
る
国
家
を
論
ず
る
に
人
為
的
な
る
法
人
の
理
を
以
て
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
随
て
其
議
論
が
甚
だ
不

論
理
的
に
な
る
」
と
い
う
点
と
、「
国
家
は
自
然
的
一
大
有
機
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
君
主
は
即
ち
思
惟
中
枢
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
思

惟
中
枢
な
る
も
の
が
一
身
体
の
主
体
で
あ
っ
て
、
其
他
の
種
種
の
機
関
を
支
配
し
て
生
存
を
営
む
と
す
れ
ば
、
国
家
の
君
主
と
其
種
種
の
機

関
と
の
関
係
も
全
く
そ
れ
と
同
様
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
思
惟
中
枢
も
最
高
機
関
と
す
る
こ
と
は
出
来
る
な
れ
ど
も
、

併
し
他
の
種
種
の
機
関
と
は
全
く
主
属
の
別
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寧
ろ
是
れ
は
一
身
体
の
主
体
と
す
る
方
が
甚
だ
当
た
っ
て
」
お
り
、

「
君
主
を
以
て
国
家
の
主
体
と
す
る
こ
と
は
全
く
自
然
法
に
合
し
た
こ
と
）
38
（

」
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
加
藤
は
、
そ
の
一
年
後
『
自
然

と
倫
理
』
の
「
補
遺
」
と
し
て
『
国
家
の
統
治
権
』
を
著
し
、
さ
ら
に
君
主
機
関
説
批
判
を
行
っ
て
い
る
）
39
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
法
人
説
批
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判
は
国
家
を
人
為
と
し
て
み
て
自
然
的
存
在
と
み
な
い
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
、
ま
さ
に
そ
の
点
か
ら
「
法
人
の
理
に
拠
て
国
家
を
説
か
ん

と
す
る
を
見
れ
ば
、
宛
か
も
民
約
論
を
信
じ
て
居
る
と
認
め
る
よ
り
外
は
な
い
。
何
故
乎
と
云
ふ
に
、
法
人
な
る
も
の
は
前
述
の
如
く
全
く

人
為
に
依
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
先
づ
吾
人
の
契
約
が
な
け
れ
ば
生
起
す
べ
き
道
理
は
絶
て
な
い
の
で
あ
る
）
40
（

」
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
で
加
藤
の
法
人
説
批
判
は
初
期
の
穂
積
の
講
義
録
と
同
じ
論
拠
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

四
、「
自
然
的
」
人
格
の
意
味
――
進
化
論
的
自
然

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、「
人
為
的
」
で
は
な
い
「
自
然
的
」
人
格
と
さ
れ
る
場
合
の
自
然
の
意
味
で
あ
る
。
加
藤
の
議
論
が

進
化
論
と
結
び
つ
い
て
ゆ
く
こ
と
は
先
に
み
た
。
し
か
し
進
化
論
的
自
然
の
理
解
は
加
藤
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

当
時
、
進
化
論
は
世
界
的
に
流
行
し
、
特
に
東
ア
ジ
ア
で
は
列
強
の
到
来
と
と
も
に
現
実
味
の
あ
る
思
想
と
し
て
広
く
影
響
力
を
も
っ

た
。
中
国
で
は
厳
復
が
ハ
ッ
ク
ス
リ
（T

hom
as H

enry H
uxley

）
のE

volution and E
thics

（1893

）
を
翻
訳
し
た
『
天
演
論
』
が
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
変
法
自
強
運
動
の
中
心
人
物
と
な
っ
た
康
有
為
や
梁
啓
超
が
進
化
論
的
な
思
想
に
基
づ
い
て
近
代
化
の
必
要
を
説
い

た
。
朝
鮮
半
島
で
も
中
国
や
日
本
を
経
由
し
て
入
っ
た
進
化
論
的
な
議
論
に
関
心
が
集
ま
り
、
生
存
競
争
の
な
か
で
生
き
残
る
た
め
の
自
強

を
訴
え
る
愛
国
啓
蒙
運
動
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

進
化
論
の
日
本
に
お
け
る
導
入
に
お
い
て
は
、
日
本
で
教
鞭
を
と
っ
た
モ
ー
ス
（E

dw
ard Sylvester M

orse

）、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
（E

rnest 

Francisco Fenollosa

）
と
い
っ
た
東
京
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
外
国
人
教
授
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
か
っ
た
。

動
物
学
者
で
あ
り
、
大
森
貝
塚
の
発
見
者
と
し
て
も
有
名
な
モ
ー
ス
は
、
生
物
学
的
進
化
論
を
超
え
て
、
社
会
に
お
け
る
進
化
の
問
題
を

も
論
じ
て
い
た
。
東
京
大
学
で
の
か
れ
の
講
義
を
口
述
筆
記
し
た
「
動
物
進
化
論
」
で
も
、
そ
の
末
尾
で
、
進
化
論
は
他
の
学
術
に
お
い
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て
も
次
第
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
学
者
は
そ
れ
に
遅
れ
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ヘ
ッ
ケ
ル

（E
rnst H

einrich H
aeckel

）、
ハ
ッ
ク
ス
リ
ら
を
「
天
下
ノ
碩
学
」
と
紹
介
し
て
い
る
）
41
（

。

モ
ー
ス
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
モ
ー
ス
の
推
薦
で
東
京
大
学
の
哲
学
教
授
と
な
っ
た
フ
ェ
ノ
ロ
サ

で
あ
る
。
か
れ
は
哲
学
以
外
に
理
財
学
や
政
治
学
、
論
理
学
な
ど
も
教
え
て
い
た
と
い
わ
れ
）
42
（

、
社
会
進
化
論
の
受
容
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
）
43
（

。
か
れ
の
講
義
を
残
し
た
「
政
治
学
講
義
」
で
は
、
政
治
学
を
講
ず
る
に
は
ま
ず
「
人
性
ノ
何
タ
ル
、
及
ビ
人
類
ノ
需
要
ス
ル
所
及
ビ

目
的
ト
ス
ル
所
ヲ
充
分
ニ
究
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
）
44
（

」
と
さ
れ
、
そ
の
「
理
学
的
考
察
」
が
重
視
さ
れ
て
進
化
論
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
者
に
は
、
か
れ
の
学
生
で
の
ち
に
進
化
論
三
部
作
（『
社
会
進
化
論
』、『
宗
教
進

化
論
』、『
族
制
進
化
論
』）
を
世
に
送
る
有
賀
長
雄
が
い
る
。
ち
な
み
に
加
藤
弘
之
は
当
時
、
東
京
大
学
総
理
で
あ
っ
た
。

日
本
の
法
学
者
の
な
か
で
進
化
論
者
と
し
て
名
高
い
の
は
穂
積
八
束
の
兄
、
穂
積
陳
重
で
あ
る
が
、
有
賀
長
雄
と
同
い
年
の
八
束
も
ま
た

進
化
論
の
影
響
を
免
れ
て
い
な
い
。
先
に
も
言
及
し
た
主
著
『
憲
法
提
要
』
に
お
け
る
第
一
編
第
一
章
「
国
家
」
の
血
統
団
体
に
関
す
る

箇
所
で
、
か
れ
は
血
統
団
体
が
次
第
に
拡
大
し
つ
つ
、
今
日
ま
で
存
続
す
る
の
は
「
能
ク
社
会
進
化
ノ
理
則
ニ
合
ヒ
、
適
者
残
存
ノ
要
件
ヲ

全
ウ
シ
タ
ル
ヲ
證
明
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
）
45
（

」
と
し
て
、
進
化
論
を
か
れ
の
家
族
国
家
観
に
接
合
し
て
い
る
。
穂
積
に
よ
れ
ば
、
世
界
が
「
一
国
一

家
」
を
な
す
よ
う
に
な
る
の
は
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
理
想
で
は
あ
る
、
し
か
し
「
唯
、
今
ノ
社
会
進
化
ノ
程
度
ニ
於
テ
ハ
、

尚
未
タ
民
族
的
結
合
ヲ
以
テ
立
国
ノ
本
位
ト
ス
ル
ヲ
生
存
競
争
ニ
適
合
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ノ
大
勢
ア
ル
ノ
ミ
）
46
（

」
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
民
族

の
観
念
に
つ
い
て
も
、「
固
ヨ
リ
人
類
絶
対
ノ
区
別
ニ
非
ス
…
…
国
ヲ
同
フ
ス
ル
久
シ
ケ
レ
ハ
異
種
ノ
民
混
シ
テ
同
化
シ
、
国
ヲ
異
ニ
ス
ル

久
シ
ケ
レ
ハ
同
種
ノ
民
別
レ
テ
異
族
ヲ
為
ス
）
47
（

」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
族
的
な
国
家
組
織
が
重
視
さ
れ
る
の

は
、
ひ
と
え
に
、「
今
ノ
世
界
的
生
存
競
争
」
に
お
い
て
は
い
ま
だ
「
民
族
的
国
家
組
織
ノ
城
壁
ニ
依
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
」
か
ら
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
る
。

先
に
言
及
し
た
有
賀
長
雄
は
、
国
家
法
人
説
論
者
で
、「
国
家
を
法
人
と
せ
ば
、
憲
法
は
正
し
く
天
皇
大
権
の
区
域
を
定
む
る
者
な
り
と
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謂
ふ
べ
し
」
と
し
て
「
国
家
即
チ
君
主
」、
国
家
ト
君
主
ト
同
一
体
」
と
す
る
穂
積
の
叙
述
を
法
人
説
に
合
致
し
な
い
と
批
判
し
て
い
る
が
）
48
（

、

か
れ
の
理
論
も
法
人
説
、
有
機
体
説
、
進
化
論
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
点
で
は
、
穂
積
の
理
論
と
近
接
し
て
い
る
。
か

れ
の
進
化
論
三
部
作
の
ひ
と
つ
『
社
会
進
化
論
』
は
、「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
立
論
に
」
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
第
三
部
「
国
家

盛
衰
篇
」
で
は
、
社
会
が
一
定
の
「
体
形
及
び
体
制
を
備
え
」
た
と
き
に
「
国
家
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
し
、「
国
家
と
な
り
た
る

上
の
変
動
の
理
」
を
か
れ
の
「
持
論
」
と
し
て
説
明
し
、
こ
れ
を
君
主
専
制
↓
戦
国
擾
乱
↓
教
権
一
統
の
世
↓
革
命
擾
乱
↓
法
律
一
統
の
世

↓
議
論
擾
乱
↓
道
理
一
統
の
世
と
進
化
す
る
過
程
と
し
て
い
た
。
ま
た
「
法
人
」
に
つ
い
て
も
、『
国
家
学
』
で
は
、
国
家
を
法
人
と
し
て

説
明
は
す
る
も
の
の
、
法
人
を
有
機
体
の
下
位
区
分
と
し
て
い
る
）
49
（

。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
有
機
体
的
な
国
家
観
を
媒
介
に
進
化
論
が
人
格
説
と
結
合
す
る
と
い
う
状
況
は
、
い
わ
ゆ
る
立
憲
主
義
憲
法
学
と

国
権
主
義
憲
法
学
と
の
対
比
で
捉
え
ら
れ
る
対
立
し
合
う
議
論
の
双
方
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
は

人
為
的
に
で
は
な
く
自
然
の
発
展
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。

進
化
論
を
受
容
し
た
の
は
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
法
系
の
憲
法
学
者
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
ス
ペ
ン
サ
ー
のSocial Statics

（1851

）
を
全
訳
し

た
松
島
剛
の
『
社
会
平
権
論
』（
一
八
八
一
―
八
三
年
）
50
（

）
は
自
由
民
権
運
動
の
論
者
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
、「
民
権
の
教
科
書
」
と
い
わ
れ

る
ま
で
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
同
著
が
「
同
等
自
由
の
法
則
」
を
謳
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
自
由
民
権
論

者
た
ち
も
結
果
的
に
進
化
論
を
受
容
し
て
い
る
。
前
述
の
加
藤
弘
之
の
「
転
向
」
に
対
す
る
天
賦
人
権
論
者
か
ら
の
批
判
を
み
る
と
、
そ
の

批
判
が
進
化
論
そ
の
も
の
ま
で
批
判
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

馬
場
辰
猪
は
「
天
賦
人
権
論
」
で
加
藤
弘
之
の
「
人
権
新
説
」
を
批
判
す
る
際
、
天
賦
人
権
説
が
決
し
て
進
化
主
義
と
一
致
し
な
い
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
し
）
51
（

、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
有
機
体
論
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
国
家
有
機
体
説
を

採
っ
て
い
た
加
藤
に
近
い
国
家
観
を
も
っ
て
い
た
。
ま
た
植
木
枝
盛
も
加
藤
を
批
判
し
た
「
天
賦
人
権
弁
」
の
な
か
で
、「
植
物
」
の
よ
う

に
漸
進
的
に
進
歩
す
べ
き
と
い
う
加
藤
の
論
に
批
判
を
加
え
る
も
の
の
、
進
化
論
そ
の
も
の
は
受
け
入
れ
て
お
り
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
「
夫
レ
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社
会
ノ
真
理
ニ
到
達
ス
ル
ノ
道
ハ
之
ヲ
組
織
ス
ル
所
ノ
一
個
人
ノ
性
質
ヲ
吟
味
ス
ル
ノ
外
一
モ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
）
52
（

」
と
い
う
説
に
依
拠
し
た
人

権
論
を
展
開
し
、「
進
化
説
ノ
一
物
ハ
正
シ
ク
改
進
ヲ
主
唱
ス
ル
ノ
上
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
筈
ナ
リ
）
53
（

」
と
、
保
守
論
の
補
強
に
進
化
論
を
用
い
る

の
は
誤
用
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
進
化
の
思
想
は
、
こ
の
よ
う
な
天
賦
人
権
論
批
判
に
対
す
る
再
批
判
の
過
程
で
の
み
で
は
な
く
、
中
江
兆
民
の
主
著
で
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
。『
三
酔
人
経
倫
問
答
』
で
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
考
え
方
を
引
用
し
、
君
主
専
断
制
か
ら
立
憲
君
主
制
、
さ
ら
に
民
主
制
へ

と
進
む
政
治
的
進
化
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
）
54
（

。

先
に
引
用
し
た
石
田
雄
の
「
明
治
前
期
に
お
い
て
は
、
ま
ず
後
者
す
な
わ
ち
自
然
法
的
・
契
約
説
の
否
定
者
と
し
て
の
面
に
比
重
が
お
か

れ
、
西
欧
国
家
理
論
を
摂
取
し
つ
つ
、
明
治
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
立
憲
制
を
正
当
化
し
乃
至
は
そ
れ
を
君
主
権
の
優
位
の
下
に
解
釈
す
る
理

論
と
し
て
役
割
を
果
し
た
が
、
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
法
学
理
論
と
し
て
は
国
家
法
人
説
の
展
開
と
と
も
に
、
逆
に
絶
対
的
国
家
観

に
反
対
す
る
側
面
が
強
く
現
わ
さ
れ
て
来
た
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
国
家
有
機
体
説
が
「
一
面
に
お
い
て
絶
対
的
・
神
学

的
国
家
論
に
対
し
、
他
面
に
お
い
て
は
自
然
法
的
・
契
約
論
的
国
家
観
に
対
す
る
近
代
的
な
国
家
思
想
で
あ
る
」
と
い
う
位
置
づ
け
を
も
つ

の
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
55
（

。

確
か
に
本
稿
で
み
て
き
た
人
格
説
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
天
賦
人
権
論
・
契
約
説
の
否
定
者
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き

た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
天
賦
人
権
論
・
契
約
説
の
論
者
に
対
す
る
進
化
論
の
影
響
を
み
る
と
き
、
そ
も
そ

も
日
本
に
「
自
然
法
的
・
契
約
論
的
国
家
観
」
と
い
う
も
の
が
ど
の
程
度
存
在
し
た
か
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

進
化
論
の
自
然
科
学
的
性
格
に
よ
り
い
わ
ゆ
る
近
代
自
然
法
論
が
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
自
然
が
進
化
論
的

に
捉
え
ら
れ
た
た
め
、
西
洋
の
近
代
自
然
法
論
の
入
り
込
む
余
地
が
狭
め
ら
れ
た
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら

に
言
う
な
ら
ば
、
進
化
論
と
有
機
体
論
の
結
合
は
、
国
家
を
所
与
の
も
の
と
し
て
捉
え
さ
せ
、
契
約
説
の
入
り
込
む
余
地
を
も
狭
め
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
進
化
論
が
日
本
の
近
代
思
想
を
席
捲
し
た
な
か
で
進
化
論
を
基
盤
と
す
る
国
家
観
に
対
峙
し
う
る
ほ
ど
に
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強
い
「
自
然
法
的
・
契
約
論
的
国
家
観
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
得
た
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

五
、
進
化
論
と
道
徳
的
国
家
観

進
化
論
が
西
洋
の
近
代
自
然
法
や
契
約
説
の
浸
透
を
阻
ん
だ
と
書
い
た
が
、
進
化
論
的
基
礎
づ
け
は
「
自
然
」
と
み
る
か
「
人
為
」
と
み

る
か
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
契
約
説
に
近
い
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
前
述
の
加
藤
の
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
生
ヲ
安
ス
ル
」
と
い
う

自
己
保
存
の
目
的
は
進
化
の
原
動
力
で
あ
る
。
進
化
論
の
い
う
国
家
の
形
成
・
発
展
は
、
契
約
説
の
い
う
人
為
の
契
約
を
も
自
然
の
必
然
の

な
か
に
飲
み
込
ん
で
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
進
化
論
的
に
み
る
か
、
契
約
説
的
に
み
る
か

は
、
国
家
を
み
る
と
き
に
全
体
を
基
点
に
み
る
か
個
人
を
基
点
に
み
る
か
と
い
う
視
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
こ
れ
を
国
家
全
体
の
視
点
か
ら
全
体
を
支
配
す
る
自
然
法
則
と
し
て
み
る
と
き
、
そ
れ
は
国
家
の
進
む
べ
き
方
向
性
に
関
す
る
道
徳
の

議
論
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
い
う
問
題
を
も
っ
て
い
る
。

加
藤
弘
之
は
、
有
機
体
が
「
自
己
の
生
存
を
遂
げ
る
た
め
の
自
然
力
」
と
し
て
も
つ
「
唯
一
的
利
己
的
根
本
動
向
（D

er einzige 

egoistishce G
rundtrieb

）」
に
よ
り
生
存
競
争
―
淘
汰
―
進
化
の
過
程
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
も
の
を
「
自
然
法
」
と
呼
ん
だ
）
56
（

。

こ
れ
は
自
然
法
則
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
た
が
、
か
れ
は
そ
の
一
方
で
自
然
法
と
は
異
な
る
道

徳
法
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
社
会
内
で
の
生
存
競
争
お
よ
び
他
の
社
会
と
の
生
存
競
争
は
そ
れ
に
利
す
る
「
道
徳
法
律
」
を
進
化
さ
せ

る
）
57
（

。
か
れ
に
よ
れ
ば
、「
道
徳
法
律
に
於
け
る
唯
一
究
極
の
目
的
」
は
「
国
家
的
社
会
の
安
寧
幸
福
）
58
（

」
で
あ
る
。
加
藤
は
こ
れ
に
資
す
る
も

の
と
し
て
、
儒
教
を
挙
げ
、「
国
家
生
存
の
た
め
に
甚
だ
有
害
」
な
「
基
督
教
の
倫
理
」
に
比
し
）
59
（

、「
儒
教
の
道
徳
は
大
体
に
於
て
吾
吾
人
間

の
固
有
性
と
国
家
の
固
有
性
と
に
適
し
た
も
の
と
余
は
信
ず
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
）
60
（

。
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穂
積
八
束
に
も
類
似
し
た
論
理
構
成
が
み
ら
れ
る
。
人
類
進
化
は
い
ま
だ
人
類
統
一
の
理
想
に
は
及
ば
ず
、
国
家
組
織
を
中
心
と
し
て
い

る
と
す
る
、
明
治
三
〇
年
に
書
か
れ
た
『
国
民
教
育
愛
国
心
』
で
は
「
生
存
競
争
」
の
章
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
冒
頭
で
生
存
競
争
に
お
け
る

適
者
生
存
が
「
生
物
進
化
の
理
法
に
し
て
亦
人
生
の
天
則
た
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
個
人
独
立
の
力
」
は
「
合
衆
団
結
の

力
」
に
は
敵
わ
な
い
と
述
べ
ら
れ
）
61
（

、
社
会
の
結
合
の
強
さ
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
個
人
の
生
存
競
争
に
お
い
て
も
「
能
く
社
会
に
同

化
し
其
の
保
護
を
享
く
る
者
は
其
の
生
を
全
う
す
）
62
（

」
と
し
て
「
公
同
の
心
」「
奉
公
の
精
神
」
が
社
会
自
体
の
生
存
の
み
な
ら
ず
個
人
の
生

存
に
も
欠
か
せ
な
い
と
い
う
論
理
に
繋
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
道
徳
は
「
生
存
を
競
争
す
る
の
武
器
）
63
（

」
で
あ
り
、「
我
か
固
有
の
国
民

道
徳
は
社
会
生
存
の
理
則
に
適
合
し
、
祖
先
崇
拝
の
千
古
の
信
向
に
由
り
て
既
に
固
く
、
生
存
競
争
の
激
烈
を
加
ふ
る
に
遭
遇
し
て
愈
其
の

作
用
を
覚
悟
す
。
家
国
の
公
に
奉
す
る
は
祖
先
の
遺
訓
に
し
て
子
孫
を
保
全
す
る
所
た
り
。
人
と
社
会
と
の
存
続
完
成
は
茲
に
在
る
こ
と
愈

明
か
な
り
）
64
（

」
と
忠
孝
の
道
徳
が
競
争
に
勝
つ
た
め
の
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
社
会
進
化
」
に
言
及
は
さ
れ

る
も
の
の
、
テ
ー
マ
は
「
進
化
」
で
も
「
進
歩
」
で
も
な
く
、「
競
争
」
で
あ
る
。
か
つ
、
個
人
の
競
争
に
も
目
を
向
け
る
点
は
、
ス
ペ
ン

サ
ー
な
ど
の
視
点
に
近
い
か
に
思
わ
れ
る
も
の
の
、
個
人
の
生
存
は
社
会
へ
の
同
化
、
す
な
わ
ち
祖
先
崇
拝
の
国
民
道
徳
を
守
っ
て
こ
そ
可

能
で
あ
る
と
い
う
理
論
構
成
は
、
か
れ
独
特
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
と
収
斂
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

忠
孝
と
い
っ
た
日
本
的
道
徳
に
ま
で
は
言
及
し
な
い
ま
で
も
、
先
に
言
及
し
た
有
賀
長
雄
も
「
道
理
」
と
い
う
表
現
で
生
存
競
争
の
な
か

で
の
自
己
主
張
を
超
え
た
な
ん
ら
か
の
倫
理
観
が
進
化
し
た
社
会
を
支
え
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
か
れ
は
、
有
機
体
と

し
て
の
社
会
が
国
家
と
し
て
の
体
形
と
体
制
を
備
え
た
の
ち
、
君
主
専
制
↓
戦
国
擾
乱
↓
教
権
一
統
の
世
↓
革
命
擾
乱
↓
法
律
一
統
の
世
↓

議
論
擾
乱
↓
道
理
一
統
の
世
と
進
化
す
る
過
程
を
説
明
す
る
。
有
賀
は
、
日
本
お
よ
び
西
洋
諸
国
の
現
在
の
状
態
は
「
法
律
一
統
の
世
」
か

ら
「
議
論
擾
乱
」
へ
の
移
行
期
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
か
れ
に
よ
れ
ば
「
法
律
一
統
の
世
」
も
そ
れ
ま
で
の
時
代
の
人
に
よ
る
圧
政
と
同

様
、
圧
政
の
あ
る
状
態
、
す
な
わ
ち
「
自
己
の
思
想
の
圧
制
を
脱
せ
ざ
る
」
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
各
自
が
自
己
の
思
想
を
主
張
し
て
議

論
が
激
し
く
な
り
、
ま
た
法
律
が
人
の
産
財
を
保
護
す
る
結
果
、「
貧
富
の
不
等
均
」
を
も
生
ず
る
）
65
（

。
し
か
し
、
人
が
自
己
の
思
想
の
正
否
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も
疑
う
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
、
人
類
は
「
始
め
て
関
鍵
を
得
」
て
、
互
い
に
道
理
に
従
っ
て
争
い
な
く
生
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
し
て

お
り
、
こ
れ
が
「
道
理
一
統
の
世
」
で
あ
り
、「
完
全
社
会
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
66
（

。
こ
の
「
道
理
」
の
中
身
が
何
で
あ
る

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
有
賀
は
こ
こ
で
「
道
理
を
以
て
道
理
を
糾
す
の
学
」、「
道
理
と
思
想
と
の
関
係
を
詳
に
す
る
の
学
」
と

し
て
の
哲
学
）
67
（

が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
し
て
い
る
。

有
賀
は
、
哲
学
の
内
容
に
ま
で
は
触
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
個
人
で
は
な
く
所
与
の
国
家
に
視
点
を
お
く
と
き
、
そ
こ
で
の
道
徳
や
哲

学
が
具
体
的
な
個
人
の
自
由
の
問
題
か
ら
は
離
れ
て
ゆ
く
傾
向
を
も
つ
の
は
必
然
的
な
成
り
行
き
で
も
あ
っ
た
。

六
、
お
わ
り
に
――
法
実
証
主
義
的
国
法
学
受
容
の
意
義

自
由
民
権
運
動
の
凋
落
と
と
も
に
、
進
化
論
は
個
人
の
自
由
の
問
題
か
ら
は
離
れ
、
国
家
の
発
展
に
関
す
る
議
論
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
と

い
う
傾
向
を
強
め
て
ゆ
く
。
憲
法
学
の
分
野
で
は
、
先
に
挙
げ
た
ド
イ
ツ
国
法
学
の
流
れ
を
汲
む
論
者
た
ち
が
主
た
る
進
化
論
者
と
な
っ

た
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
当
時
の
日
本
の
政
治
状
況
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
範
と
す
る
憲
法
の
成
立
、
ド
イ
ツ
学
の
礎
を
築
い
た
加
藤
が
進
化

論
者
と
な
っ
た
こ
と
、
等
、
諸
々
の
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
進
化
論
と
ド
イ
ツ
国
法
学
と
の
結
び
つ
き
は
、
結
果
的
に

は
進
化
論
的
言
説
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
の
憲
法
学
が
主
と
し
て
導
入
し
て
い
っ
た
の
が
、
法
実
証
主
義
的
な
国
法
学
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
前
述
の
「
法
学
的
国
家
論
」
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
進
化
」、「
有
機
体
」
と
い
っ
た
法
外
的
概
念
は

用
い
ら
れ
な
く
な
る
。
穂
積
八
束
や
美
濃
部
達
吉
に
つ
い
て
述
べ
た
よ
う
に
「
人
格
」
は
あ
く
ま
で
法
学
的
な
考
察
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
、

憲
法
学
の
分
野
で
も
、
権
利
主
体
と
し
て
の
国
家
以
上
の
も
の
を
考
察
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
進
化
論
的
な
言
説
を
表
明

す
る
の
は
穂
積
や
有
賀
の
世
代
ま
で
で
あ
っ
て
、
美
濃
部
や
上
杉
慎
吉
の
世
代
で
は
現
れ
な
く
な
る
。
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奇
し
く
も
穂
積
自
ら
が
述
べ
た
よ
う
に
、
本
来
な
ら
ば
、「
契
約
」
概
念
は
法
学
的
な
国
家
観
と
し
て
の
「
法
人
」
理
解
に
は
よ
り
上
手

く
接
合
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
説
が
契
約
説
と
結
び
つ
く
可
能
性
は
す
で
に
排
除
さ
れ
て
い

た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
法
人
と
し
て
の
国
家
は
人
為
に
生
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
自
然
的
な
人
格
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
立
憲
主
義
的
な
憲
法
学
の
旗
手
、
美
濃
部
に
よ
っ
て
さ
え
、「
共
同
生
活
ハ
人
生
ノ
天
然
ノ
要
求
ナ
リ
国
家
団
体
ハ
此
天
然

ノ
要
求
ニ
依
リ
其
自
然
ノ
発
達
ニ
依
リ
発
生
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
契
約
ハ
之
ニ
必
要
ナ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
）
68
（

」
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
進
化
論
的
言
説
は
現
れ
な
い
も
の
の
、
自
然
的
人
格
と
し
て
の
国
家
は
、「
進
化
論
的
な
自
然
」
理
解
の
な
か
で
生
ま
れ
た
議
論

を
引
き
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
歴
史
主
義
や
民
族
主
義
を
通
し
て
忠
孝
の
国
民
道
徳
、
ひ
い
て
は
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
容
易
に

結
び
つ
き
や
す
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
て
法
実
証
主
義
的
な
国
法
学
受
容
後
も
、
日
本
の
憲
法
学

は
特
有
な
国
家
観
の
影
を
引
き
ず
り
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
注

（
1
） 

廣
松
渉
他
編
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
の
「
人
格
」
の
項
（
平
田
俊
博
執
筆
）、
八
〇
五
頁
。

（
2
） 

中
村
元
監
修
『
比
較
思
想
事
典
』
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
〇
年
の
「
人
格
」
の
項
（
島
田
燁
子
執
筆
）、
二
七
〇
頁
、
参
照
。

（
3
） 

ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
、
二
六
〇
頁
、
岩
波
文
庫
。
こ
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
定
義
に
つ
い
て
、
廣
松
渉

他
編
前
掲
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
中
の
「
人
格
」（
平
田
俊
博
執
筆
）
の
項
、
八
〇
四
頁
、
参
照
。

（
4
） 

ホ
ッ
ブ
ズ
前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
一
巻
、
二
六
五
頁
。
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（
5
） 

廣
松
渉
他
編
前
掲
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
の
「
人
格
」（
平
田
俊
博
執
筆
）
の
項
、
八
〇
四
頁
、
参
照
。

（
6
） 
穂
積
八
束
『
国
民
教
育
憲
法
大
意
』
八
尾
書
店
、
一
八
九
六
年
、
二
頁
。

（
7
） 
穂
積
八
束
講
述
『
帝
国
憲
法
』（
東
京
法
学
院
二
九
年
度
第
二
年
級
講
義
録
）
東
京
法
学
院
、
一
八
九
七
年
、
二
三
頁
。

（
8
） 「
三
二
年
度
講
義
」
と
書
か
れ
た
謄
写
版
の
穂
積
八
束
著
『
帝
国
憲
法
』
全
二
七
五
頁
（
出
版
社
、
出
版
年
不
明
、
以
下
、「
三
二
年
度
講
義
」

と
記
す
）
中
の
一
四
頁
。

（
9
） 

穂
積
八
束
前
掲
「
三
二
年
度
講
義
」、
一
五
頁
。

（
10
） 

穂
積
八
束
前
掲
「
三
二
年
度
講
義
」、
一
七
―
一
八
頁
、
参
照
。

（
11
） 

穂
積
八
束
述
『
憲
法
』（
中
央
大
学
法
律
科
明
治
四
〇
年
度
第
一
学
年
講
義
録
）
中
央
大
学
、
一
九
〇
七
年
、
一
九
―
二
〇
頁
。

（
12
） 

穂
積
八
束
述
『
憲
法
』（
中
央
大
学
法
律
科
明
治
四
一
年
度
第
一
学
年
講
義
録
）
中
央
大
学
、
一
九
〇
八
年
、
二
一
頁
。

（
13
） 

穂
積
八
束
『
憲
法
提
要
』
上
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
一
〇
年
、
四
四
―
四
五
頁
。

（
14
） 

美
濃
部
達
吉
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
有
斐
閣
、
一
九
〇
七
年
、
三
〇
頁
。

（
15
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
三
一
頁
。
こ
こ
で
は
、
最
終
的
に
「
国
家
ハ
一
定
ノ
地
域
ヲ
基
礎
ト
ス
ル
法
人

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

（
団
体
人
格
者

8

8

8

8

8

）

ニ
シ
テ
自
己
ニ
固
有
ナ
ル
統
治
権
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
四
一
頁
）。

（
16
） 「
人
格
ト
云
フ
ハ
純
然
タ
ル
法
律
上
ノ
観
念
ナ
リ
、
唯
法
律
上
ニ
於
テ
ノ
ミ
存
在
ス
。
自
然
ニ
存
在
ス
ル
所
ノ
事
実
ニ
ハ
非
ス
。
此
ノ
点
ニ
於
テ

ハ
自
然
人
ト
法
人
ト
ノ
間
ニ
異
ナ
ル
所
ナ
シ
、
若
シ
法
人
ト
イ
フ
語
ヲ
以
テ
法
律
上
ノ
人
格
者
ト
イ
フ
意
ニ
解
ト
ル
ト
キ
ハ
自
然
人
モ
亦
法
人

ナ
リ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
三
三
頁
）。

（
17
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
五
頁
以
下
。

（
18
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
一
二
―
一
三
頁
。
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
理
論
を
受
容
し
た
と
さ
れ
る
美
濃
部
は
、
の
ち
の
『
憲

法
講
話
』
で
は
、
国
家
は
「
最
高
の
権
力
を
有
す
る
領
土
団
体
な
り
」、「
国
家
は
一
定
の
土
地
を
基
礎
と
す
る
団
体
に
し
て
自
己
の
意
思
に
基

づ
き
自
ら
制
限
を
加
ふ
る
の
外
他
の
者
に
依
り
て
其
の
意
思
を
制
限
せ
ら
れ
ざ
る
の
力
を
有
す
る
も
の
な
り
」
と
定
義
し
た
。「
国
家
は
一
の
法3

人3

で
あ
る
と
申
し
ま
す
。
法
人
と
は
法
律
上
の
人
と
い
ふ
こ
と
で
、
即
ち
法
律
上
人
と
同
一
視
せ
ら
る
る
こ
と
を
言
ひ
表
は
す
の
で
あ
り
ま
す
。

前
に
も
述
べ
た
通
り
、
凡
て
団
体
は
其
れ
自
身
に
生
存
目
的
を
有
し
活
動
力
を
有
つ
て
居
る
も
の
で
、
此
等
の
点
に
於
て
団
体
は
恰
も
人
間
と

同
様
の
性
質
を
有
つ
て
居
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
上
の
見
地
に
於
て
も
団
体
其
れ
自
身
が
恰
も
一
個
の
人
で
あ
る
が
如
く
に
看
做
し
、
之
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を
法
人
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
い
る
（
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
講
話
』
有
斐
閣
、
一
九
一
二
年
、
一
六
頁
）。

（
19
） 
美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
一
八
―
二
〇
頁
。

（
20
） 「
其
ノ
基
ク
所
ノ
思
想
ハ
固
ヨ
リ
正
当
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雖
モ
有
機
体
ノ
観
念
ハ
之
ヲ
精
密
ニ
定
義
セ
ン
コ
ト
甚
タ
困
難
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
国

家
ヲ
有
機
体
ナ
リ
ト
ス
ル
ニ
依
リ
テ
言
ヒ
表
ハ
サ
ル
ル
所
ノ
思
想
ハ
、
国
家
ハ
団
体
ナ
リ
ト
謂
フ
ニ
依
テ
言
ヒ
表
ハ
シ
得
ヘ
キ
思
想
ノ
外
ヲ
出

テ
ス
、
国
家
有
機
体
説
ニ
於
テ
正
当
ナ
ル
所
ハ
国
家
団
体
説
ニ
於
テ
既
ニ
完
全
ニ
言
明
シ
盡
ク
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
故
ニ
国
家
ヲ
有
機
体
ナ
リ
ト

為
ス
ハ
誤
ニ
非
ラ
ス
ト
ス
ル
モ
、
国
家
ヲ
団
体
ナ
リ
ト
説
明
ス
ル
外
ニ
特
ニ
此
ノ
如
キ
不
明
瞭
ニ
シ
テ
誤
解
ニ
導
キ
易
キ
名
称
ヲ
用
ヰ
ル
ノ
利

益
ア
ル
ヲ
見
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
一
九
頁
）。

（
21
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
国
法
学
』
上
巻
、
一
九
頁
。

（
22
） 

美
濃
部
達
吉
『
日
本
憲
法
』
二
版
、
有
斐
閣
、
一
九
二
二
年
、
一
二
〇
―
一
二
一
頁
。

（
23
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
憲
法
』、
一
二
一
頁
。

（
24
） 

同
。

（
25
） 

美
濃
部
達
吉
前
掲
『
日
本
憲
法
』
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。
類
似
の
記
述
は
、『
憲
法
提
要
』
に
も
あ
り
、「
団
体
説
ノ
主
眼
ト
ス
ル
所
ハ
、
国

家
ガ
単
ニ
現
在
ノ
国
民
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
遠
キ
父
祖
ヨ
リ
生
命
ヲ
受
ケ
後
代
子
孫
ニ
其
生
命
ヲ
伝
フ
ル
国
民
ノ
全
体
ノ
結
合
ヨ
リ
成
ル
単
一
体

ニ
シ
テ
、
其
分
子
タ
ル
国
民
各
個
人
ノ
生
命
ト
ハ
異
ナ
リ
タ
ル
永
久
的
ノ
生
活
体
ヲ
為
」
す
（
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
提
要
』
三
版
、
有
斐
閣
、

一
九
二
六
年
、
一
二
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
26
） 

穂
積
八
束
「
帝
国
憲
法
ノ
法
理
」
上
杉
慎
吉
編
『
穂
積
八
束
博
士
論
文
集
』
有
斐
閣
、
一
九
一
三
年
（
な
お
同
論
文
の
初
出
は
一
八
八
九
年
）、

一
四
頁
。

（
27
） 

石
田
雄
『
日
本
近
代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
八
二
―
一
八
三
頁
。
な
お
こ
こ
で
、
石
田
は
「
わ
が
国
に

お
け
る
法
的
国
家
像
の
未
成
熟
は
、
国
家
有
機
体
説
の
輪
郭
を
不
明
確
に
し
、
そ
の
法
思
想
史
上
の
地
位
も
亦
一
段
階
を
画
す
る
も
の
と
し
て

の
重
要
な
も
の
と
な
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
わ
が
国
の
国
家
有
機
体
説
は
、
他
の
諸
法
学
理
論
或
は
国
家
理
論
と
混
淆
し
、
そ
れ
自
身
と
し
て

完
結
し
た
体
系
を
示
し
た
学
者
は
殆
ど
な
い
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
。　

（
28
） 

加
藤
弘
之
「
経
歴
談
」『
西
周
・
加
藤
弘
之
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
、
四
八
六
頁
、
日
本
の
名
著
34
。

（
29
） 

加
藤
弘
之
「
真
政
大
意
（
一
）」
大
久
保
利
謙
・
田
畑
忍
監
修
『
加
藤
弘
之
文
書
』
一
巻
、
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
七
三
頁
。
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（
30
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
真
政
大
意
（
一
）」、
七
三
頁
。

（
31
） 
加
藤
弘
之
「
国
体
新
論
」
前
掲
『
西
周
・
加
藤
弘
之
』、
三
八
八
頁
、
日
本
の
名
著
34
。

（
32
） 
加
藤
弘
之
「
自
然
と
倫
理
」
前
掲
『
加
藤
弘
之
文
書
』
三
巻
（
同
論
文
の
初
出
は
一
九
一
二
年
）、
五
二
三
―
五
二
四
頁
。

（
33
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
五
二
五
頁
。

（
34
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
五
一
九
頁
。

（
35
） 

加
藤
弘
之
「
真
政
大
意
」
前
掲
『
西
周
・
加
藤
弘
之
』、
三
六
二
頁
。

（
36
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
真
政
大
意
」、
三
六
三
頁
。

（
37
） 

加
藤
弘
之
前
掲 「
自
然
と
倫
理
」、
五
二
六
頁
。
こ
こ
で
は
「
利
己
的
根
本
動
向
」
は
「
必
ず
又
互
に
他
体
の
利
益
を
図
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に

組
成
全
体
…
…
の
利
益
を
も
図
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
38
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
五
九
四
―
五
九
五
頁
。

（
39
） 

加
藤
弘
之
「
国
家
の
統
治
権
」
前
掲
『
加
藤
弘
之
文
書
』
三
巻
、
六
二
七
頁
以
下
。
そ
の
冒
頭
で
は
こ
れ
が
「
君
主
機
関
説
を
排
斥
し
、
君
主

主
体
説
を
主
張
し
た
」「
自
然
と
倫
理
」
の
第
四
四
章
の
補
遺
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
六
二
九
頁
の
「
国
家
の
統
治
権
小
序
」、

参
照
。

（
40
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
国
家
の
統
治
権
」、
六
三
四
頁
。

（
41
） 

エ
ド
ワ
ル
ド
・
エ
ス
・
モ
ー
ル
ス
口
述
、
石
川
千
代
松
筆
記
「
動
物
進
化
論
」
明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集
』
二
七
巻
、
第
二
版
、

日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
、
三
六
二
頁
。
口
述
筆
記
さ
れ
た
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
石
川
千
代
松
「
例
言
」
同
三
二
一
頁
お
よ
び
高

市
慶
雄
の
「
動
物
進
化
論
」
に
つ
い
て
の
「
解
題
」
同
二
七
頁
、
参
照
。

（
42
） 

山
下
重
一
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
二
七
―
一
二
八
頁
。

（
43
） 

か
れ
は
大
学
以
外
で
も
「
東
大
開
講
前
に
公
務
員
や
高
等
の
学
生
を
対
象
に
毎
日
曜
日
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
の
講
義
を
し
た
」
と
い
わ
れ
て
い
る

（
フ
ェ
ノ
ロ
サ
「
政
治
学
講
義
」
松
本
三
之
介
・
山
室
信
一
校
注
『
学
問
と
知
識
人
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
三
四
四
頁
の
注
、
参
照
）。

（
44
） 

フ
ェ
ノ
ロ
サ
前
掲
「
政
治
学
講
義
」、
三
四
五
頁
。

（
45
） 

穂
積
八
束
前
掲
『
憲
法
提
要
』
上
巻
、
三
頁
。

（
46
） 

同
。
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（
47
） 

穂
積
八
束
前
掲
『
憲
法
提
要
』
上
巻
、
三
―
四
頁
。

（
48
） 
有
賀
長
雄
「
穂
積
八
束
君
帝
国
憲
法
の
法
理
を
誤
る
」
松
本
三
之
介
編
『
明
治
思
想
集
』
二
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
（
初
出
は
、
憲
法

雑
誌
六
―
八
号
（
一
八
八
九
年
四
―
六
月
））、
七
八
―
七
九
頁
、
近
代
日
本
思
想
体
系
31
。

（
49
） 

有
賀
長
雄
『
国
家
学
』
増
補
二
版
、
牧
野
書
房
、
一
八
八
九
年
、
二
六
―
三
六
頁
。

（
50
） Social Statics 

は
、
今
日
で
は
「
社
会
静
学
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
（
下
出
隼
吉
「『
社
会
平
権
論
』
解
題
」
明
治
文
化
研
究
会
編

『
明
治
文
化
全
集
』
二
巻
、
第
四
版
、
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
、
三
六
頁
）。
日
本
に
お
け
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
受
容
は
ほ
ぼ
一
八
七
七
年
前

後
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
邦
訳
も
こ
の
頃
か
ら
相
次
い
で
出
さ
れ
た
（
山
下
重
一
前
掲
『
ス
ペ
ン
サ
ー
と
日
本
近
代
』、
四
―
六
頁
）。

な
か
で
も
民
権
運
動
を
理
論
的
に
支
え
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
、
ス
ペ
ン
サ
ー
・
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
し
た
（
松
永
俊
男
『
近
代
進
化
論
の
成

り
立
ち
――
ダ
ー
ウ
ィ
ン
か
ら
現
代
ま
で
』
創
元
社
、
一
九
八
八
年
、
一
五
一
頁
、
参
照
）。

（
51
） 

馬
場
辰
猪
「
天
賦
人
権
論
」
明
治
文
化
研
究
会
編
前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
二
巻
（
初
出
は
一
八
八
三
年
）、
四
四
二
―
四
六
一
頁
。

（
52
） 

植
木
枝
盛
「
天
賦
人
権
弁
」
明
治
文
化
研
究
会
編
前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
二
巻
（
初
出
は
一
八
八
三
年
）、
四
七
九
頁
。
な
お
付
け
加
え
る

な
ら
ば
、
加
藤
の
批
判
者
の
な
か
に
は
同
じ
進
化
論
者
の
外
山
正
一
も
い
た
。
長
く
ア
メ
リ
カ
に
学
ん
だ
か
れ
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
立
場
に
立
ち

つ
つ
、
加
藤
が
進
化
論
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
詳
細
に
説
き
、「
若
し
其
人
に
し
て
進
化
主
義
者
流
に
あ
ら
ざ
ら
し
め
ん
に
は
、
其
人
は
如
何

程
天
賦
人
権
を
非
と
す
る
も
の
と
雖
も
、
似
て
非
な
る
非
天
賦
人
権
論
者
な
り
」
と
断
じ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
（
外
山
正
一
「
再
び
人
権

新
説
著
者
に
質
し
併
せ
て
ス
ペ
ン
セ
ル
氏
の
為
に
寃
を
解
く
」
明
治
文
化
研
究
会
編
前
掲
『
明
治
文
化
全
集
』
二
巻
（
初
出
は
一
八
八
三
年
）、

四
三
一
―
四
三
七
頁
。
引
用
部
分
は
、
四
三
二
頁
）。

（
53
） 

植
木
枝
盛
前
掲
「
天
賦
人
権
弁
」、
四
八
一
頁
。

（
54
） 

中
江
兆
民
〔
桑
原
武
夫
・
島
田
虔
次
訳
・
校
注
〕『
三
酔
人
経
倫
問
答
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
岩
波
文
庫
（
初
出
は
一
八
八
七
年
）、
二
七

頁
以
下
お
よ
び
九
三
頁
以
下
。
こ
の
点
に
つ
き
、
岩
崎
允
胤
『
日
本
近
代
思
想
史
序
説
﹇
明
治
前
期
篇
﹈』
上
巻
、
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
〇
二

年
、
三
八
四
―
三
九
〇
頁
、
参
照
。

（
55
） 

石
田
雄
『
日
本
近
代
思
想
史
に
お
け
る
法
と
政
治
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、
一
八
二
―
一
八
三
頁
。

（
56
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
四
九
七
―
四
九
八
頁
お
よ
び
五
〇
七
―
五
〇
八
頁
。

（
57
） 

加
藤
弘
之
『
道
徳
法
律
進
化
の
理
』
増
訂
三
版
、
博
文
堂
、
一
九
〇
三
年
、
二
三
六
頁
、
参
照
。
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（
58
） 

加
藤
弘
之
前
掲
『
道
徳
法
律
進
化
の
理
』、
二
一
七
頁
以
下
お
よ
び
二
四
八
頁
以
下
、
参
照
。

（
59
） 
加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
五
九
九
頁
。
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
が
「「
心
霊
界
」
を
重
視
し
、「
肉
体
界
」
を
軽
ん
ず
る
結
果

「
血
族
相
愛
を
も
軽
ん
ず
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
、「
父
子
の
関
係
を
夫
婦
の
関
係
よ
り
も
軽
し
と
し
て
、
父
母
の
慈
や
子
女
の
孝
を
以
て
夫
婦

相
愛
に
比
し
て
更
に
軽
き
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
国
家
生
存
の
た
め
に
甚
だ
有
害
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
60
） 

加
藤
弘
之
前
掲
「
自
然
と
倫
理
」、
五
九
八
頁
。
但
し
、
こ
の
前
の
文
章
で
は
、「
儒
教
の
如
き
は
能
く
此
固
有
な
る
人
性
に
適
し
た
る
道
徳
を

立
て
、
殊
に
忠
孝
な
る
も
の
を
徳
義
の
至
極
と
な
し
、
且
つ
大
義
名
分
な
る
も
の
を
国
家
臣
民
の
至
徳
と
立
て
た
の
で
あ
る
。
尤
も
儒
教
で
は

忠
孝
の
二
つ
に
余
り
軽
重
を
置
か
ぬ
と
い
ふ
内
に
も
、
孝
を
以
て
或
は
忠
よ
り
も
更
に
重
き
も
の
と
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
点
が
あ
っ
て
、
そ

れ
は
余
は
感
服
し
難
い
こ
と
で
、
余
は
忠
を
以
て
最
重
と
し
、
孝
を
以
て
其
次
位
に
あ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
で
、
是
は
既
に
論
じ
た
る
こ
と

で
あ
る
」（
同
五
九
七
―
五
九
八
頁
）
と
な
っ
て
お
り
、
君
主
へ
の
忠
を
重
視
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
前
掲
「
国
家
の
統
治
権
」
六
四
六
頁
で

は
、「
吾
邦
の
特
殊
の
『
自
然
』
力
」
と
し
て
か
れ
は
「
日
本
人
の
忠
愛
心
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
61
） 

穂
積
八
束
『
国
民
教
育
愛
国
心
』、
八
尾
書
店
、
一
八
九
七
年
、
五
九
頁
。

（
62
） 

穂
積
八
束
前
掲
『
国
民
教
育
愛
国
心
』、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
63
） 

穂
積
八
束
前
掲
『
国
民
教
育
愛
国
心
』、
六
二
頁
。

（
64
） 

穂
積
八
束
前
掲
『
国
民
教
育
愛
国
心
』、
六
三
―
六
四
頁
。

（
65
） 

有
賀
長
雄
『
社
会
進
化
論
』（『
社
会
学
』
一
巻
）、
東
洋
舘
書
店
、
一
八
八
三
年
、
四
六
〇
頁
。

（
66
） 

有
賀
長
雄
前
掲
『
社
会
進
化
論
』、
四
二
九
頁
。

（
67
） 

有
賀
長
雄
前
掲
『
社
会
進
化
論
』、
四
三
七
頁
。

（
68
） 

美
濃
部
達
吉
講
述
『
国
法
学　

完
』
日
本
大
学
発
行
（
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
所
蔵
の
同
著
に
は
出
版
年
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
三
十
九
年
度

法
科
講
義
録
合
本
」
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。）、
一
九
頁
。
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注
に
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、

家
永
三
郎
『
日
本
近
代
憲
法
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年

同
『
美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年

石
田
雄
『
明
治
政
治
思
想
史
研
究
』
未
來
社
、
一
九
五
四
年

堅
田
剛
『
独
逸
学
協
会
と
明
治
法
制
』
木
鐸
社
、
一
九
九
九
年

長
尾
龍
一
『
日
本
憲
法
思
想
史
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
、
講
談
社
学
術
文
庫

中
村
雄
二
郎
『
近
代
日
本
に
お
け
る
制
度
と
思
想
』
未
來
社
、
一
九
六
七
年

R
・
H
・
マ
イ
ニ
ア
〔
佐
藤
幸
治
・
長
尾
龍
一
・
田
中
成
明
訳
〕『
西
洋
法
思
想
の
継
受
――
穂
積
八
束
の
思
想
史
的
考
察
』
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
七
一
年

山
田
央
子
「
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
と
近
代
日
本
政
治
思
想
（
上
・
下
）」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
二
巻
二
号
（
一
九
九
一
年
一
二
月
）、
一
二
五
―

一
七
四
頁
、
お
よ
び
、
三
三
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
七
月
）、
二
二
一
―
二
九
三
頁

山
室
信
一
「
日
本
学
問
の
持
続
と
転
回
」
松
本
三
之
介
・
山
室
信
一
校
注
『
学
問
と
知
識
人
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
日
本
近
代
思
想
大
系
10
、

四
六
五
―
四
九
八
頁

等
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